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介護予防訪問看護重要事項説明書 
 

  株式会社アイ・シビルが運営する訪問看護ステーションティスメイト（以下「事業者」と

いう。）は契約者に対して指定介護予防訪問看護サービスを提供します。事業者の概要や

提供するサービス内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します 

   

1 当事業者の概要 

事 業 者 名 称 株式会社 アイ・シビル 

代 表 者 氏 名  髙垣 陽一 

本 社 所 在 地 大阪吹田市江坂町一丁目 6番 6号江坂シビル館 

電 話 番 号 06-6338-3883 

法人設立年月日 平成 14 年 10 月 

 

2 当事業所の概要 

 （1）事業所の概要 

事 業 所 名  訪問看護ステーション ティスメイト 

所 在 地 大阪府大阪市東成区神路一丁目 6番 18 号 濱上ビル 601 

連 絡 先 06-6974-1110 

管 理 者 名  酒井 綾美 

サービス種類 訪問看護 

介護保険指定番号 2761590294 

サービス提供地域 

箕面市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、大阪市、東大阪市、

八尾市、堺市、松原市、泉大津市、高石市、和泉市、忠岡町、

岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   

 （2）営業時間 

平 日 午前９：００  ～  午後６：００ 

土 曜 日 午前９：００  ～  午後６：００ 

定 休 日 日曜、祝日、１２月２９日～１月３日 

 

 （3）職員体制 

 資 格 常  勤 非常勤 計 

管 理 者 看護師 １名 名 １名 

看 護 師 看護師 8 名 2 名 10 名 

准看護師 准看護師 1 名 名 1 名 

作業療法士 作業療法士 1 名 名 1 名 
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3 苦情・相談窓口 

(1) 申立の窓口 

【事業者の窓口】 

訪問看護ステーション 

ティスメイト 

所 在 地 大阪市東成区神路 1-6-18 濱上ビル 601 

電話番号 06-6974-1110 ﾌｧｯｸｽ番号 06-6974-1122 

受付時間 9：00～18：00 

担当者 酒井 綾美 

【市町村（保険者）の窓口】 

保健福祉総合センター地域福

祉課     

所 在 地  ご利用者の該当地域の情報を記載 

電話番号       ﾌｧｯｸｽ番号  

受付時間  

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体

連合会 

所 在 地 大阪市中央区常磐町 1-3-8 

電話番号 06-6949-5418 ﾌｧｯｸｽ番号 06-6949-5417 

受付時間 9：00～17：00 

 

4 事業の目的・運営方針 

（1）目的 

ご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサー

ビスを提供します。 

（2）運営方針 

ご利用者様の心身状態に応じた適切な介護予防訪問看護のサービスを提供します。介護予防

訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様

個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な介

護予防訪問看護のサービス提供に努めます。 

 

5 サービスの内容 

 （1）「介護予防訪問看護」は利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の

世話又は必要な診療の補助を行うサービスで、主治医の指示に基づき次の内容のサービ

スを行います。 

  ①病状・全身状態の観察  

②食事及び排泄等日常生活の世話 

③褥瘡の予防 

④ターミナルケア 

 ⑤精神障がい者の看護 

⑥認知症の看護 

⑦服薬の管理・指導 

⑧療養生活や介護方法の指導 

 ⑨カテーテル等の管理  

⑩その他医師の指示による医療処置 

⑪リハビリテーションの実施 
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 （2）事業者は、利用者の希望する日程によりサービスを提供する。 

6 サービスの利用方法 

（1） サービスの利用開始 

介護予防訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、

居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。 

（2） サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに、その旨をお申し出ください。 

② 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があ

ります。その場合は、終了日の１ヶ月までに、その旨の申し出を行います。 

③ 自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します） 

・利用者が医療施設や介護保険施設に入院又は入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当〔自 

立〕と認定された場合 

  ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。 

・利用者が亡くなられた場合 

④ 契約解除 

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・利用

者やご家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産し

た場合は、事前の申し出の期間なしに、利用者は即座に契約を解約することができます。  

・利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告し

たにもかかわらず３０日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従

事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、即座に契約を終了

させていただく場合があります。 

⑤ その他 

・介護予防訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する

場合があります。その場合は、ご家族または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措

置を適切に行います。 

・利用者に、他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかにな

った場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用は

お断りする場合があります。 

 

7 利用者負担金 

（1） 利用者からいただく利用者負担金は、介護保険の法定利用料に基づく金額で別紙 

のとおりです。 

 （2）介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用料金、介護保険外のサービスについては、
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全額自己負担となります。 

（3）死後の処置料は 20000 円となります。 

（4）利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、現金にてお

支払いただきます。 

 

8 衛生管理等 

（1）看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（2）指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（3）事務所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

①事務所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね

６月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

②事務所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③事務所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施します。 

 

9 緊急時および事故発生時の対応方法 

（1） 緊急時および事故発生時にあっては、緊急対応のうえ利用者の主治医へ連絡し医師の指

示に従います。また登録されている緊急連絡先に連絡いたします。 

（2） 当事業者の提供する介護予防訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責に

その原因を認められる損害賠償については速やかに対応します。なお、なお、当事業所

は賠償責任保険に加入しております。 

 

10 非常災害時の対応 

訪問実施地域または訪問スタッフの居住地域において、サービスを提供できない何らかの災害 

が発生した場合、ご連絡の手段が確保されている場合を除いては、予告なく急遽サービスの実 

施を中止させて頂く場合があります。 

その場合は、連絡手段が確保でき次第連絡致します。ご了承ください。 

 

11 秘密の保持 

当事業者が行う指定介護予防訪問看護において、業務上知り得た利用者の情報は硬く秘密を保

持します。従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じます。 

 

12 虐待の防止について 

（1）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲

げるとおり必要な措置を講じます。 

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について
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従業者に周知徹底を図ります。 

②虐待防止のための指針を整備します。 

③虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

④研修を適切に実施するための担当者を設置します。 

    虐待防止に関する責任者  管理者 酒井 綾美 
（2）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等養護する者）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

13  身体的拘束について 

（1）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（2）緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況及び理由を記録します。 

 

14 業務継続計画の策定等について 

（1）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、計

画に従い必要な措置を講じます。 

（2）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

（3）事業所は、定期的に業務改善計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

 

15 その他 

サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

①  看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いはいたしかねますので、ご了

承ください。 

②  看護師等は、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行う

こととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了

承ください。 

③  看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 
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【事業者】 

住  所：大阪府吹田市江坂町一丁目 6 番 6 号江坂シビル館 

事業者名：株式会社 アイ・シビル       

代表者名：代表取締役 髙垣 陽一 

【事業所】 

住  所：大阪市東成区神路一丁目 6 番 18 号 濱上ビル 601 

事業所名：訪問看護ステーション ティスメイト         

（介護保険事業者番号：2761590294） 

 

管 理 者：酒井 綾美 

 

説 明 者：              

 

重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 

 

    令和   年     月     日 

 

＜利用者＞ 

 
     住 所                                

 

 

氏 名                               

 

 

              ＜代理人＞（続柄      ） 
 

住 所                                

 

 

氏 名                          

 

署名代行理由： 

 

 

上記の契約を証するため、本書二通を作成し利用者、事業者が署名押印の上、一通ずつ保有するものとします。 
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別紙 1                            令和 6年 6月１日～ 

訪問看護ステーション料金表 

（介護予防） 

基本料金（看護師の場合） 

20 分未満 303 単位/回  3,242 円 

30 分未満 451 単位/回 4,825 円 

30 分以上 60 分未満 794 単位/回 8,495 円 

60 分以上 90 分未満 1,090 単位/回 11,663 円 

（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合） 

20 分 284 単位/回 3,038 円 

※1 1 日 3 回以上の場合は 50/100 

※2 ・前年の 4月から当該年の 3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員に

よる訪問回数を超えている場合は、8単位を減算する。 

・前年の 4月から当該年の 3月までの期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による

訪問回数以上である場合であっても、算定日が属する月の前 6月間において、緊急時介

護予防訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算のいずれも算定していない場

合は、8単位を減算する。 

※3  利用開始日の属する月から 12 月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、※2

の減算を算定している場合は、1回につき 15単位を減算し、※2の減算を算定していな

い場合は、1回につき 5単位減算する。 

※4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、所定単位数の 1/100 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

※5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未実施減算として、

所定単位数の 1/100 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

サービス内容による加算 

初回加算  
（Ⅰ）350 単位/月 3,745 円 

（Ⅱ）300 単位/月 3,210 円 

緊急時介護予防訪問看護加算 
（Ⅰ）600 単位/月 6,672 円 

 （Ⅱ）574 単位/月 6,141 円 

特別管理加算 
（Ⅰ）500 単位/月 5,350 円 

（Ⅱ）250 単位/月 2,675 円 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）6 単位/回 

勤続 7 年以上の者が 30％以上 

64 円 

（Ⅱ）3 単位/回 

勤続 3 年以上の者が 30％以上 

32 円 

看護体制強化加算（Ⅱ） 100 単位/回 1,070 円 
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長時間訪問看護加算 300 単位/回 3,210 円 

複数名 

訪問加算（Ⅰ） 

30 分未満 254 単位/回 2,717 円 

30 分以上 402 単位/回 4,301 円 

複数名 

訪問加算（Ⅱ） 

30 分未満 201単位/回 2,150 円 

30 分以上 317 単位/回 3,391 円 

退院時共同指導加算 600 単位/回 6,420 円 

専門管理加算 250 単位/月 2,675 円 

口腔連携強化加算 50 単位/月 535 円 

※1 単位 10.70 円で計算 

 

営業時間外（基本料金に対して） 

早朝（午前 6 時～午前 8 時）・夜間（午後 6 時～午後 10 時） 25％増し 

深夜（午後 10 時～午前 6 時） 50％増し 

 

 

●自己負担分は 1 割〜3 割になります。 

●准看護師が訪問した場合は、基本料金が 9 割になります。 

●介護保険の給付を超えたサービスの利用料金は、全額自己負担となります。 

●緊急時訪問看護加算を契約した場合は、24 時間対応いたします。 


